
 

 

 

 

 

 

 

平成２４年１２月２１日 

株式会社 中国銀行 

 

生命保険新商品の取扱開始について 

 

当行では、平成２４年１２月２５日（火）より終身保険「ふるはーとＬ＜介護プラン＞」「ふ

るはーとＬ」（引受保険会社：住友生命保険相互会社）の取扱いを開始いたします。当行では、

今後もお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう、取扱商品の充実を図ってまいります。 

 

１．取扱開始日 

  平成２４年１２月２５日（火） 

 

２．新商品の概要について 

（１）商品名 

「ふるはーとＬ＜介護プラン＞」（低解約返戻金型無配当介護保障終身保険） 

「ふるはーとＬ」（低解約返戻金型無配当終身保険） 

（２）引受保険会社 

   住友生命保険相互会社 

（３）主な特徴 

 （ア）一生涯の死亡保障・高度障害保障に加え、介護プランの場合、介護保障をご準備いた

だけます。 

 （イ）ライフプランにあわせて、保険料または保険金額、保険料払込期間、払込方法を柔軟

に設定いただけます。 

 （ウ）保険料払込期間満了後の解約返戻金を活用して、教育資金やセカンドライフに備える

ことができます。 

 （エ）健康状態に関する簡単な５項目の告知で、幅広い世代の方にお申込みいただけます。 

（４）その他 

   商品の詳細については、添付の資料および「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起

情報）兼 商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」によりご確認ください。 

 

３．注意事項 

・生命保険は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。 

・当行での保険商品のご加入の有無が、当行における他のお取引きに影響をおよぼすこと 

は一切ありません。 

・当行がおこなう生命保険の募集は、お客さまと保険会社の保険契約締結の媒介をおこな

うもので、保険契約締結の代理権はありません。 

 

以 上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

■ 終身保険「ふ るはー とＬ」の 商品概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無配当配当

一生涯の死亡保障や将来のための資金をご希望
の方に適した保険です。保険料払込期間中の解
約返戻金を低く設定しており、その分お求め安い
保険料となっています（保険料払込期間中の解約
返戻金は、低く設定しない場合の７０％としていま
す）。

一生涯の死亡保障・介護保障や将来のため
の資金をご希望の方に適した保険です。保険
料払込期間中の解約返戻金を低く設定してお
り、その分お求め安い保険料となっています
（保険料払込期間中の解約返戻金は、低く設
定しない場合の７０％としています）。

商品の特徴

住友生命保険相互会社引受保険会社

告知書扱い診査方法

項目

給付内容

死亡・介護・高度障害保険金

（保険金額は契約時より確定）

不慮の事故による傷害を原因としてその事故
から180日以内に所定の障害状態となった場
合、以後の保険料払込免除

死亡・高度障害保険金

（保険金額は契約時より確定）

不慮の事故による傷害を原因としてその事故から
180日以内に所定の障害状態となった場合、以後
の保険料払込免除

契約年齢範囲 15歳～75歳（契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します）

最低保険金額

[保険料を指定してお申込みいただく場合]

・上記の保険金額以上であればお申込みいただけます。

・ただし、上記の保険金額未満となる場合でも、保険料払込期間が20年以上かつ下記の保険料以
上であればお申込みいただけます。

告知書扱いの

最高保険金額

下記の保険金額以下であればお申込みいただけます。

保険期間 終身

保険料払込期間
5年～45年（1年単位）

ただし、保険料払込満了年齢を30歳から80歳までの各歳で設定していただく必要があります。

保険料払込方法 月払い・年２回払い・年１回払い・全期前納

保険料払込経路

口座振替扱い・クレジットカード扱い

(初回保険料は振込み／クレジットカード扱いは月払いのみの取扱い／月払保険料3万円または5万
円が上限（カード会社により異なります））

無配当配当

一生涯の死亡保障や将来のための資金をご希望
の方に適した保険です。保険料払込期間中の解
約返戻金を低く設定しており、その分お求め安い
保険料となっています（保険料払込期間中の解約
返戻金は、低く設定しない場合の７０％としていま
す）。

一生涯の死亡保障・介護保障や将来のため
の資金をご希望の方に適した保険です。保険
料払込期間中の解約返戻金を低く設定してお
り、その分お求め安い保険料となっています
（保険料払込期間中の解約返戻金は、低く設
定しない場合の７０％としています）。

商品の特徴

住友生命保険相互会社引受保険会社

告知書扱い診査方法

項目

給付内容

死亡・介護・高度障害保険金

（保険金額は契約時より確定）

不慮の事故による傷害を原因としてその事故
から180日以内に所定の障害状態となった場
合、以後の保険料払込免除

死亡・高度障害保険金

（保険金額は契約時より確定）

不慮の事故による傷害を原因としてその事故から
180日以内に所定の障害状態となった場合、以後
の保険料払込免除

契約年齢範囲 15歳～75歳（契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します）

最低保険金額

[保険料を指定してお申込みいただく場合]

・上記の保険金額以上であればお申込みいただけます。

・ただし、上記の保険金額未満となる場合でも、保険料払込期間が20年以上かつ下記の保険料以
上であればお申込みいただけます。

告知書扱いの

最高保険金額

下記の保険金額以下であればお申込みいただけます。

保険期間 終身

保険料払込期間
5年～45年（1年単位）

ただし、保険料払込満了年齢を30歳から80歳までの各歳で設定していただく必要があります。

保険料払込方法 月払い・年２回払い・年１回払い・全期前納

保険料払込経路

口座振替扱い・クレジットカード扱い

(初回保険料は振込み／クレジットカード扱いは月払いのみの取扱い／月払保険料3万円または5万
円が上限（カード会社により異なります））

被保険者の契約年齢範囲 15～49歳 50～59歳 60～75歳

最低保険金額 300万円 200万円 100万円

被保険者の契約年齢範囲 15～49歳 50～59歳 60～75歳

最低保険金額 300万円 200万円 100万円

被保険者の契約年齢範囲 15～39歳 40～75歳

最高保険金額 1,500万円 1,200万円

被保険者の契約年齢範囲 15～39歳 40～75歳

最高保険金額 1,500万円 1,200万円

保険料払込方法 月払い 年２回払い 年１回払い

保険料 5,000円 30,000円 60,000円

保険料払込方法 月払い 年２回払い 年１回払い

保険料 5,000円 30,000円 60,000円

※同一被保険者が、すでに住友生命の商品に加入済の場合は、上記金額までご加入いただけないこと
があります。



 
 

 

 

※終身保険『ふるはーとＬ＜介護プラン＞』『ふるはーとＬ』の商品概要を記載したものです。 
詳しくは「契約概要／注意喚起情報 兼 商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 

 

この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場

合の７０％としています。ご契約によっては、保険料払込期間の途中で払込保険料累計額が死亡保
険金額等を上回る場合があります。ご契約を途中で解約された場合の解約返戻金額は、多くの場合、
払込保険料の合計額より少ない金額になります。

解約返戻金につ
いての注意事項

【年金支払特約Ⅰ型】

死亡保険金（高度障害保険金・介護保険金）の一時金でのお受取りにかえて、年金でお受取りい
ただく特約です。年金受取人は、対象となる保険金が死亡保険金の場合には死亡保険金受取人、

高度障害保険金・介護保険金の場合には被保険者と同一となります。

年金種類:確定年金(2～40年)
【年金支払移行特約】

終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金を原資として年金でお受取りいただく特約です。
保険料払込期間満了後に到来する年単位の契約応答日に付加することができます。年金受取人は
保険契約者、被保険者、または死亡保険金受取人の中から指定していただきます（終身保障の一
部を年金支払いに移行する場合、年金受取人は保険契約者と同一になります）。

年金種類：確定年金(5･10･15年、80歳満了)
【リビング・ニーズ特約】

被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、死亡保険金額の全部または一部を被保険者

にお支払いする特約です。

死亡保険金額の範囲内でご請求額を指定していただき（ただし、1被保険者につき3,000万円を限
度とします）、ご請求額から対応する6か月分の利息および保険料相当額を差し引いてお支払いしま

す。リビング・ニーズ特約は住友生命の契約を通算して被保険者1人につき1件のみ付加できます。

【指定代理請求特約】

被保険者が受取人となる保険金などについて、受取人が請求できない住友生命所定の事情があ
る場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金などを
請求することができます。

付加できる特約

ご契約の引受を住友生命が承諾した場合には、第1回保険料充当金のお払込みおよび告知がとも

に完了した時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。年２回払い・年１回払い（全期前
納含む）の契約は責任開始日が契約日となりますが、月払契約の場合は、責任開始日の属する月
の翌月1日が契約日となります。

責任開始日と

契約日

項目

この保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を低く設定しており、解約返戻金を低く設定しない場

合の７０％としています。ご契約によっては、保険料払込期間の途中で払込保険料累計額が死亡保
険金額等を上回る場合があります。ご契約を途中で解約された場合の解約返戻金額は、多くの場合、
払込保険料の合計額より少ない金額になります。

解約返戻金につ
いての注意事項

【年金支払特約Ⅰ型】

死亡保険金（高度障害保険金・介護保険金）の一時金でのお受取りにかえて、年金でお受取りい
ただく特約です。年金受取人は、対象となる保険金が死亡保険金の場合には死亡保険金受取人、

高度障害保険金・介護保険金の場合には被保険者と同一となります。

年金種類:確定年金(2～40年)
【年金支払移行特約】

終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金を原資として年金でお受取りいただく特約です。
保険料払込期間満了後に到来する年単位の契約応答日に付加することができます。年金受取人は
保険契約者、被保険者、または死亡保険金受取人の中から指定していただきます（終身保障の一
部を年金支払いに移行する場合、年金受取人は保険契約者と同一になります）。

年金種類：確定年金(5･10･15年、80歳満了)
【リビング・ニーズ特約】

被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、死亡保険金額の全部または一部を被保険者

にお支払いする特約です。

死亡保険金額の範囲内でご請求額を指定していただき（ただし、1被保険者につき3,000万円を限
度とします）、ご請求額から対応する6か月分の利息および保険料相当額を差し引いてお支払いしま

す。リビング・ニーズ特約は住友生命の契約を通算して被保険者1人につき1件のみ付加できます。

【指定代理請求特約】

被保険者が受取人となる保険金などについて、受取人が請求できない住友生命所定の事情があ
る場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金などを
請求することができます。

付加できる特約

ご契約の引受を住友生命が承諾した場合には、第1回保険料充当金のお払込みおよび告知がとも

に完了した時から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。年２回払い・年１回払い（全期前
納含む）の契約は責任開始日が契約日となりますが、月払契約の場合は、責任開始日の属する月
の翌月1日が契約日となります。

責任開始日と

契約日

項目


